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※駐車場に限りがありますので、身体が不自由な方を除いて、車やバイクでの来所は
ご遠慮下さい。なるせ駅前市民センター、玉川学園文化センター、南町田駅前連絡
所（南町田リエゾン）、町田市文化施設和光大学ポプリホール鶴川には駐車場はあり
ません。

下記の投票所が変更になりました。
投票日には、お間違えないようご注意下さい。
投票所入場券に添付の地図でご確認下さい。

12月16日（日）12月16日（日）はは
東京都知事選挙東京都知事選挙東京都知事選挙の投票日ですの投票日です

イベントダイヤル　724・5656､ 選挙管理委員会事務局　724・2168問 ☎☎ ☎☎☎

衆議院議員選挙衆議院議員選挙衆議院議員選挙
投票所は大変混雑することが予想されますので、あらかじめご了承下さい

期日前投票は 「投票所入場券」裏面の宣誓書（兼請求書）欄にご記入のうえお持ち下さい

・選挙（投票日）の当日に仕事や旅行などで投票できない方は、期日前投
票ができます。
・投票できる場所・期間は左表のとおりです。
・住所に関わらず、いずれの期日前投票所でも投票できます。
・「投票所入場券」が届いている場合は、ご自分の「投票所入場券」の裏面
にある宣誓書（兼請求書)欄に必要事項をご記入のうえ、期日前投票所に
お持ち下さい。

・「投票所入場券」が届かない場合や紛失した場合でも、市の選挙人名簿に
登録されていれば、本人確認のうえ投票できます。投票の際は、その旨
を期日前投票所でお申し出下さい。

１２月４日（火）から「投票所入場券」を世帯ごとに封書で
お送りします。

投票においでの際は投票所入場券のお知らせ欄をご覧下さい
１２月８日までに投票所入場券が届かない方は、選挙管理委
員会事務局へお問い合わせ下さい。

開票は即日行います
○日時　１２月１６日（日）午後９時から
○会場　総合体育館（南成瀬５－１２）
町田市ホームページで開票状況をお知らせします
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/senkyo/

選挙（投票日）の当日投票所
新投票所旧投票所投票区

町田第一小学校旧町田市役所１９投票区
山崎団地第一集会所旧忠生第五小学校４１投票区
忠生公園がにやら自然館
（忠生公園内）町田市公園管理事務所４７投票区

町田市文化施設和光大学ポ
プリホール鶴川町田市農協鶴川駅前支店６３投票区

時　間期　間期日前投票所

午前８時３０分～午後８時右表の開始日から　
１２月１５日（土）まで

新設しました
市役所本庁舎３階アトリウム
森野２－２－２２

１２月１１日（火）から１２月１４
日（金）まで＝午前８時３０
分～午後８時

１２月１５日（土）＝午前８時
３０分～午後５時

※最終日のみ、受け付けは
午後５時までとなりま
す。

１２月１１日（火）から
１２月１５日（土）まで

南市民センター
金森４－５－６
なるせ駅前市民センター
南成瀬１－２－５
鶴川市民センター
大蔵町１９８１－４
忠生市民センター
忠生３－１４－２
小山市民センター
小山町２５０７－１
堺市民センター
相原町７９５－１
玉川学園文化センター
玉川学園２－１９－１２
木曽山崎センター
山崎町２１６０－４
南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）
鶴間３－３－１
新設しました
町田市文化施設和光大学ポプリホール鶴川
能ヶ谷１－２－１

12月15日（土）11月30日（金）から

12月5日（水）から

12月9日（日）から

ご注意下さい
　市役所本庁舎での期日前投票は、選挙の種類により投票できる
日が異なります。

東京都知事選挙

衆議院議員選挙

最高裁判所裁判官国民審査

期
日
前
投
票
最
終
日

※全ての期日前投票ができるのは、12月9日以降になります。

投票所入場券をお送りします

投票所変更のお知らせ

下記の投票所へは公共交通機関をご利用下さい
（駐車場はありません）

 期日前投票所の一覧　　※旧森野分庁舎は廃止になりました

○町田市民文学館
○本町田保育園
○本町田小学校
○鶴川第四小学校
○町田市文化施設和光大学ポプ
リホール鶴川

○南第一小学校
○つくし野中学校
○つくし野小学校
○小川小学校
○南第三小学校
○成瀬が丘ふれあい会館
○玉川学園こすもす会館

期日前投票所を２か所新設しました ※旧森野分庁舎は廃止


